
「（仮称）第六次多摩市総合計画」策定の進め方について 

 

基本構想の進め方について 

１．審議会と庁内の委員会で並行して検討を行い、検討の内容は適宜共有する。 

２．検討が深まった段階で市民ワークショップを行い、基本構想（素案）の検討をさらに進める。 

３．パブリックコメント・市民説明会での意見を踏まえ最終調整し、基本構想（案）を決定する。 

※裏面あり 

資料６ 



基本計画の進め方について 

１．審議会と庁内の委員会で並行して検討を行い、検討の内容は適宜共有する。 

２．検討状況に応じ市民ワークショップを行いながら、基本計画（素案）の検討を進める。 

３．パブリックコメント・市民説明会での意見を踏まえ最終調整し、基本計画を決定する。 

 


